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一般財団法人神奈川県教育福祉振興会医療互助規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、一般財団法人神奈川県教育福祉振興会会員規則（以下「規 

則」という。）第 34 条の規定に基づき、同第２条第４号に規定する医療互助

事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（加入申込み） 

第２条 規則第 11条に規定する加入申込みをする者は、医療互助会員加入申込

書（第１号様式）を理事長に提出しなければならない。ただし、特別な事情に

より加入を辞退する者は、規則第 11条第４項に規定する医療互助会員加入辞

退申出書（第２号様式）を理事長に提出する。  

（基準掛金額の納入） 

第３条 前条の規定により、加入申込みをした者は、理事長が指定する期日まで

に規則第 12条に規定する基準掛金額を理事長の指定する金融機関口座に納入

するものとする。ただし、基準掛金額から現職会員として引き続いた期間にお

いて、振興会に納入した規則第 29条第１項第２号に規定する継続会費の総額

に相当する額を相殺する。継続会費の総額は、現職会員に住宅建設資金貸付事

業の未償還元利金がある場合、これに充当した後の額とすることができる。ま

た、継続会費の総額が基準掛金額を超過する場合、超過分を返還するものとす

る。 

（会員証） 

第４条 理事長は、前条により基準掛金額が納入されたときは速やかに医療互

助会員証（第３号様式）を作成し、当該加入申込者に交付しなければならない。 

２  医療互助会員（以下「会員」という。）が会員資格を喪失したときは、医療

互助会員証を返還するものとする。 

（退会返還金） 

第５条 現職会員が、規則第９条の規定（退会届を省略する場合を含む。）によ

り現職会員の資格を喪失したときは、その者に退会返還金を返還する。ただ

し、同条第１号によるときは、その遺族（規則第 23条及び第 24条に規定する

遺族がいない場合は相続人）に返還する。 

２ 前項の退会返還金の額は、現職会員として引き続いた期間において、振興会

に納入した規則第 29条第１項第２号に規定する継続会費の総額に相当する額

とする。ただし、現職会員に住宅建設資金貸付事業の未償還元利金がある場合

は、これに充当した後の額とすることができる。 

３ 退会返還金の返還を受けようとする者は、継続会費返還請求書（第４号様式）

を理事長に提出しなければならない。 

４ 前項に規定する退会返還金の返還は理事長が毎月月末に取りまとめのう
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え、その翌月末までに請求者が指定した金融機関の預金口座への振込みによ

り行うものとし、併せて継続会費支払報告書兼支払計算書（第５号様式）を発

行するものとする。 

５ 現職会員が規則第３条に規定される学校等以外に人事異動することにより

資格を喪失したときは、退会返還金として支給する継続会費の総額を会員本

人の申出によって、当分の間、積立てておくことができるものとする。ただし、

申出をする者は、速やかに継続会費一時積立申出書(第６号様式)を理事長に

提出しなければならない。 

（給付の種類） 

第６条 医療互助事業の給付の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 療養補助金 

 (2) 退会一時金 

 (3) 人間ドック補助金 

 (4) 予防接種補助金 

 (5) がんリスクスクリーニング補助金   

（療養補助金） 

第７条 会員が疾病又は負傷によって健康保険法（大正 11 年法律第 70 号）に

規定する保険医療機関、保険薬局または他の健康保険各法に規定する療養取

扱機関（以下「保険医療機関等」という。）で、健康保険法第 63条第１項に

規定する療養の給付を受けたときは、会員に療養補助金を支給する。 

２ 前項に規定する療養補助金の額は、会員が加入する国民健康保険法（昭和 33

年法律第 192 号）又はその他の医療保険各法に規定する一部負担金の額（以

下「一部負担金」という。）の受診（調剤、入院）日の属する月ごとに合算し

た額から 2,000 円を控除した額とし、その額に 100 円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、他の法令の規定により国又は地方公共団体及び

これに類する団体の負担において療養の給付又は療養費の支給を受けたとき

は、その受けた限度において、療養補助金の支給は行わない。 

４ 療養補助金の支給を受ける権利を有する会員が、第三者から当該支給と同

一の理由による療養の給付又は療養費の支給を受けたときは、その受けた限

度において、療養補助金の支給は行わない。 

５ 療養補助金の支給を受けようとする者は、医療互助療養補助金等請求書（第

７号様式）を理事長に提出しなければならない。 

（退会一時金） 

第８条 会員が退会したとき又は死亡したときは、その者又はその遺族に退会

一時金を支給する。 

２ 前項の退会一時金の額は、加入日の属する年度から別表に掲げる退会又は
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死亡した日の属する年度までの加入年数に応じ、同表に掲げる額とする。 

３ 退会一時金の給付を受けようとする者は、医療互助退会一時金請求書（第８

号様式）を理事長に提出しなければならならない。 

（人間ドック補助金） 

第９条 会員が人間ドックを受診したときは、10,000 円を限度にその実費相当

額を１年度につき１回支給する。 

２ 補助を受けようとする者は、医療互助療養補助金等請求書（第７号様式）に

領収書の写しを添えて、理事長に提出するものとする。 

（予防接種補助金） 

第 10条 会員が予防接種を受けたときは、その実費相当額を支給する。 

２ 補助を受けようとする者は、医療互助療養補助金等請求書（第７号様式）に

領収書の写しを添えて、理事長に提出するものとする。 

（がんリスクスクリーニング補助金） 

第 11条 会員ががんリスクスクリーニングを受診したときは、その実費相当額

を支給する。 

２ 補助を受けようとする者は、医療互助療養補助金等請求書（第７号様式）に

領収書の写しを添えて、理事長に提出するものとする。 

（給付金の限度額） 

第 12条 第６条第１号並びに第３号から第５号に規定する給付金は受診（調剤、

入院）及び接種日の属する月ごとに 25,000円の範囲内とする。ただし、受診

（調剤、入院）及び接種日の属する年度ごとに 200,000円を上限とする。 

（給付の時期及び方法） 

第 13条 第６条第１号並びに第３号から第５号に規定する給付金の給付は、理

事長が奇数月月末に取りまとめのうえ、翌奇数月末までに請求者が指定した

金融機関の預金口座への振込みにより行うものとし、併せて給付金振込通知

書（第９号様式）を発行するものとする。 

２ 第６条第２号に規定する給付金の給付は、理事長が毎月月末に取りまとめ

のうえ、その翌月末までに請求者が指定した金融機関の預金口座への振込み

により行うものとし、併せて給付金振込通知書（第９号様式）を発行するもの

とする。 

（諸変更の届出） 

第 14条 会員が住所、氏名、加入している健康保険又は金融機関の変更をした

ときは、医療互助変更届（第 10号様式）を理事長に提出しなければならない。   

（医療互助事業財政の再計算） 

第 15条 医療互助事業の健全性を維持するため、３年ごとに又は理事会、評議 

員会の要請により医療互助事業財政計画を再検討し、必要に応じて基準掛金

の額、療養補助金の額等の修正を行うものとする。 
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（責任準備金） 

第 16条 理事長は、毎事業年度の末日現在で、第５条に規定する退会返還金の

返還及び第６条に規定する給付金の給付に要する要支給額を責任準備金とし

て計上し留保する。 

（制度廃止に伴う残余資産の処理） 

第 17条 医療互助事業を廃止するときは、残余資産の処理について理事会の決 

議を経て、評議員会の承認を得なければならない。   

（委任） 

第 18 条 第１号から第 10 号までの各様式及びその他この規程の施行に関し必

要な事項は、理事長が別に定める。   

 

附 則 

１ この規程は、一般財団法人神奈川県教育福祉振興会の設立の登記の日から

施行する。 

２ 財団法人神奈川県教育福祉振興会医療互助規程は廃止する。 

３ この規程の施行の際、現に旧規程の規定により行っている手続き等は、この

規程による手続き等とみなす。 

附 則 

この規程は、平成 27 年４月１日から施行し、改正後の第３条、第６条、第９

条、第 11 条の規定は、平成 27 年４月１日以降の医療互助会員加入者から適用

する。 

附 則 

 この規程は、平成 29 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規程は、平成 30 年 10 月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成 31年４月１日から施行し、改正後の第６条、第７条、第

11条、第 12条の規定は、平成 31年４月２日以降の医療互助会員加入者から

適用する。 

２ 平成 31 年３月末までの退職者で医療互助会員加入者の扱いは、なお従

前の例による。 

附 則 

１ この規程は、令和３年 10月１日から施行する。 

ただし、改正後の第６条第１項、第２項及び第３項の規定は、平成 27年３

月 31 日以前に加入した会員で、令和３年４月２日以降に 70 歳の誕生日が到
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来する者から適用する。 

２ 改正後の第６条第３項及び第５項ただし書き並びに第６項の規定は、令和

３年 10月１日から令和４年３月 31日まで間に受診（調剤、入院）日の属す

る一部負担金から適用するものとし、以降、受診（調剤、入院）日の属する

年度ごととする。 

ただし、令和３年９月 30日以前に受診（調剤、入院）日が属する一部負担

金については、改正後の第６条第５項ただし書き及び第６項の規定は、適用

しない。 

３ 平成 27 年３月 31 日以前に加入した会員で、令和３年４月１日以降、第

６条第１項及び第２項の適用を希望する者の長寿祝金は、第９条による

ものとする。 

４ 平成 27 年３月 31 日以前に加入した会員で、令和３年４月１日以降、第

６条第２項の適用を希望する者の健康祝金は、第 11 条によるものとす

る。 

５ 平成 27 年３月 31 日以前に加入した会員で、令和３年４月１日までに

70 歳の誕生日が到来した者から令和３年４月１日以降に提出のあった医

療互助療養補助金請求書及び医療互助長寿祝金請求書並びに医療互助健

康祝金請求書の扱いは、なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第６条第５項の規定は、令和４年３月 31 日以前に受診（調剤、

入院）した療養補助金については、なお従前の例による。 

附 則 

 この規程は、令和６年２月１日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、令和７年４月１日から施行する。 

  ただし、改正後の加入者から適用する。 

２ 令和７年３月 31 日以前の加入者の扱いは、なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 令和７年４月１日施行の附則第１項中「ただし、改正後の加入者から適用す

る。」を削る。 
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別表（第８条関係） 

退会一時金の額 

加入年数 金 額（円） 加入年数 金 額（円） 

１ 279,000 ７ 93,000 

２ 248,000 ８ 62,000 

３ 217,000 ９ 31,000 

４ 186,000 １０ 10,000 

５ 155,000 加入期間終了 10,000 

６ 124,000   

※加入年数とは、加入日の年度を「１」とした年度数のこととする。 


